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第３次実施計画事業（案）の概要 

 

１ 事業選定の基本的考え方 

「第３次実施計画策定方針」に基づき、人口減少や少子高齢化の進展等を踏まえた新基本計

画のまちづくりの取組みを結実させていく実施計画として、客観的なデータ分析等に基づくＰ

ＤＣＡサイクルのもと、平成２８年度の「新基本計画に関する政策評価（中間評価）」の結果や

第２次実施計画の進捗状況・課題に係る検証を勘案し、市民視点・納税者視点での成果を重視

した計画づくりを行うとともに、個別部門計画との整合性を考慮しながら、まちづくりの方向

性（政策）や施策に貢献する事業を的確に位置付けた。 

また、平成２１年度の「脱・財政危機」宣言発出時と比べ、本市財政が着実に改善してきて

いる状況を踏まえ、危機的な状況を脱したと判断し、今般、「脱・財政危機」宣言を解除したと

ころであるが、依然として厳しい状況であることに鑑み、将来的な財政負担及び財政健全化と

のバランスを意識しながら、緊急性や必要性、未来への投資効果などを含めた総合的な観点か

ら、「選択と集中」による事業の厳選を行った。 

 

２ 第３次実施計画策定方針「策定の視点」に基づく主な新規・拡充事業 

（１）「まちづくりを支える力」を高める 

主な事業 

○地域社会の「担い手」や組織、体制づくりの促進 

市民シンクタンクの充実、地域運営委員会の設置の促進、区役所自主事業 

自主防災組織の結成促進及び活動支援、避難所運営委員会の活動支援 

応急手当の普及啓発、高齢者の移動支援〔新規〕、こどもの参画の推進 

○ICT を活用した課題抑制型の行政の実現 

次世代ちばレポ「MyCityReport」の導入・運用、ｵｰﾌﾟﾝﾃﾞｰﾀの推進・ﾋﾞｯｸﾞﾃﾞｰﾀの活用 

 

（２）行財政改革への取組み ～「未来への投資」とともに～ 

主な事業 

○行政の役割・機能を念頭に置いた、必要性の高い市民ニーズや地域課題への対応 

学校と地域の連携・協働体制の整備、海辺の活性化（地域主体の取組み促進） 

地域情報のデジタル化の推進〔新規〕、地域医療人材支援団体の設置促進〔新規〕 

○予防保全型の維持管理 

  公共施設の計画的保全、道路施設の長寿命化、公園の施設改修・更新 

ストックマネジメントの推進（下水道施設の改築）、農業集落排水施設の改修・再編 

○道路ネットワークの形成 

  国道 357 号湾岸千葉地区改良（蘇我地区）の関連整備 

  都市計画道路の整備（塩田町誉田町線〔塩田町地区〕、磯辺茂呂町線〔園生町地区〕他） 

  市道中央星久喜町線（亥鼻地区）の整備 
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○「市民に時間を返す」取組みの推進 

  「あなたにお知らせサービス」の導入 

千葉市認定道路網図システムの高度化、特殊車両通行許可の迅速化〔新規〕 

○市有資産の「ストック」「資源」としての有効活用 

稲毛海浜公園の再整備、中央公園・通町公園の連結強化、泉自然公園の魅力向上 

中央区役所の移転及び千葉市美術館の拡張、花見川緑地交通公園の機能拡充〔新規〕 

いずみグリーンビレッジ３拠点の充実 

 

（３）個性や魅力を高め、未来へつなぐ 

主な事業 

○「千葉市」らしさの確立 

  都市アイデンティティの確立（オオガハス・千葉氏など） 

特別史跡加曽利貝塚の魅力向上、縄文文化調査研究の推進 

稲毛海浜公園の再整備、千葉中央港地区まちづくりの推進 

○子育て支援・教育 

子ども・子育て支援新制度給付対象施設の整備（待機児童の解消） 

多様な保育需要への対応、子どもルームの拡充、幼児教育の推進体制構築 

子どもの貧困対策総合コーディネート、不育症・不妊症対策の推進 

小学校英語教育の充実、学校施設の環境整備、放課後こども教室の推進 

発達障害者等への支援の推進、特別支援教育指導員・介助員の拡充 

○都市の経済・活力を支える雇用を生み出す取組み 

 企業立地の促進、産業用地の整備、産業人材の育成、企業の人材採用力の向上支援〔新規〕 

多様な農業の担い手の確保・育成、キャリア教育の推進 

○健康づくり及び地域包括ケアシステムの構築・強化の推進 

  100 年を生きる健やか未来都市の実現〔新規〕、禁煙の支援及び受動喫煙防止の推進 

  あんしんケアセンターの機能強化、在宅医療・介護連携の推進、生活支援体制整備の推進

介護人材の確保・定着の支援、シニアリーダー活動の推進、生涯現役応援センターの拡充 

○循環型社会の実現に向けた取組み 

  剪定枝等の再資源化の推進、廃棄物処理施設の整備推進 

○３都心等の拠点における都市機能の集積・更新 

千葉駅西口地区第二種市街地再開発（B工区）、千葉駅東口地区第一種市街地再開発 

西銀座周辺の再開発、JR 蘇我駅東口駅前地区のまちづくり、立地適正化計画の策定 

幕張新都心拡大地区の新駅整備、海浜幕張駅北口駅前広場の再編〔新規〕 

JR 稲毛駅東口周辺のまちづくり〔新規〕 
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（４）安全・安心のまちづくり 

主な事業 

○迅速な復旧復興を可能とする危機管理体制の充実強化 

  災害用備蓄品の整備、マンホールトイレの整備、避難所における通信環境の整備〔新規〕 

消防署・所の非常用電源設備の整備〔新規〕 

災害時における応急農業用井戸水の供給〔新規〕 

○都市基盤施設の耐震補強等 

下水道・水道施設、橋梁の耐震化、モノレール車両更新・車両基地の耐震補強 

公共施設の吊天井補強 

○地域の防災体制の充実 

自主防災組織の結成促進及び活動支援、避難所運営委員会の活動支援 

避難行動要支援者の支援体制の強化、消防団活動体制の充実 

○市民の生命や財産を守る 

  交通安全施設の充実、防犯カメラの設置管理、浸水被害の軽減と対策強化 

急傾斜地崩壊防止工事の推進、大規模盛土造成地の滑動崩落対策の推進 

消防署・所の整備、応急手当の普及啓発、感震ブレーカーの設置推進〔新規〕 

 

（５）まち・ひと・しごと創生の推進 

主な事業 

 国家戦略特区の推進、グリーンツーリズムの推進、国内観光プロモーションの推進 

産業人材の育成、地産地消の推進、農業者の生産性の向上、幕張新都心拡大地区の新駅整備 

花見川サイクリングコースの充実、子ども・子育て支援新制度給付対象施設の整備 

 

（６）東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会に向けた取組み 

主な事業 

 大会開催に向けた機運の醸成・ボランティア体制の構築、パラスポーツの推進 

 オリパラ教育の推進、オリパラに向けた芸術文化推進 

 オリパラに向けたバリアフリー化の推進、オリパラ競技会場等の安全対策の推進〔新規〕 

 

３ 計画事業数 

政策（まちづくりの方向性） 事業数 

１ 豊かな緑と水辺を活かした、自然とともに生きるまちへ ４１ 

２ 支えあいが安らぎを生む、あたたかなまちへ ５２ 

３ 豊かな心が育ち、新たな価値が生まれるまちへ ６７ 

４ ひと・モノ・情報がつながる、生活基盤の充実したまちへ １３５ 

５ ひとが集い働く、魅力と活力にあふれるまちへ ４７ 

計 ３４２ 
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４ 今後の予定 

 平成２９年１０月  計画事業（案）決定 

      １１月  計画事業（案）に対する市民意見募集 

   ３０年 １月  平成３０年度当初予算（案）との調整作業 

       ２月  計画（案）決定 

  計画（案）に係るパブリックコメント手続 

       ３月  計画策定・公表 

 



方向性１　豊かな緑と水辺を活かした、自然とともに生きるまちへ

１－１　豊かな自然を守り、はぐくむ

１－１－１　緑と水辺の保全・活用

NO 事　　業　　名 事　業　概　要

1 生物多様性の理解促進
生物多様性に対する市民の理解を深めるため、市民参加型の生き物
調査を実施します。

2 谷津田の保全と活用の推進
自然豊かな谷津田を保全するため、谷津田保全区域の指定を拡大す
るとともに、保全団体等への活動支援を行います。

3 特別緑地保全地区の推進
都市の良好な自然環境を有する緑地を保全するため、用地取得を行
うとともに、民有緑地保全方針を策定します。

4 次期「緑の基本計画」の策定
緑地の保全や緑化の推進の指針となる次期「緑の基本計画」策定の
ため、緑の現況調査（緑被率調査）を行います。

5 市民緑地の推進
市街地の緑を守り、身近な自然とのふれあいの場を確保するため、
市民協働で緑地の保全・維持管理を行う「市民緑地」の設置を進め
ます。

１－１－２　やすらぎとにぎわいのある海辺の創出

NO 事　　業　　名 事　業　概　要

1 海辺の活性化

海辺の活性化を推進するため、県立幕張海浜公園における民間活力
を活かした集客施設等の導入について、関係機関・団体と連携のも
と進めます。また、稲毛海浜公園における賑わい創出・景観形成を
進めるとともに、地域主体の取組みを支援します。

2 千葉中央港地区まちづくりの推進
賑わいや憩いのある港づくりのため、緑地を整備（設計及び工事）
するとともに、イベントの開催や旅客船運航情報の充実を図りま
す。

3 稲毛海浜公園の再整備
海辺の賑わいを創出するため、民間活力を導入して稲毛海浜公園の
リニューアルを進めます。

１－２　緑と花のあふれる都市空間を創る

１－２－１　公園緑地の充実

NO 事　　業　　名 事　業　概　要

1 花見川サイクリングコースの充実
歩行者と自転車利用者が安全に利用できるよう、「花見川サイクリ
ングコース」の通行ルールを策定するとともに、舗装修繕やトイレ
の更新等を行います。

2 身近な公園のリフレッシュ推進
公園の安全性や快適性の確保のため、老朽化した施設の更新や出入
口等のバリアフリー化を推進します。

3 快適な公園トイレの整備
誰もが安全で快適にトイレを利用できるよう、バリアフリー対応ト
イレの設置や洋式化を行います。

第３次実施計画事業（案）一覧
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NO 事　　業　　名 事　業　概　要

4 有料公園施設の改修
安全で快適な公園利用を維持するため、老朽化した設備等を改修し
ます。

5 亥鼻公園のサクラの再生 亥鼻公園の魅力向上のため、サクラの景観保全を図ります。

6 花島公園の充実
花島公園の持つ資源を有効に活用し、魅力ある公園づくりを進める
ため、長寿命化計画を策定するとともに、イベントや施設の充実を
図ります。

7 泉自然公園の魅力向上
泉自然公園の豊かな自然を活かした魅力向上のため、老朽化した施
設の更新や樹林地の間伐を行うとともに、市民と協働した野草保全
活動を行います。

8 昭和の森の魅力向上
昭和の森における安全性の確保、満足度向上のため、施設の改修や
樹林地の再生による公園の魅力向上を図ります。

9 蘇我スポーツ公園の整備
スポーツ・レクリエーション及び広域的な防災の拠点とするため、
蘇我スポーツ公園の整備（用地取得、設計及び工事）を進めます。

10 都川水の里公園の整備
緑と水辺のふれあいの場を創出するため、都川水の里公園の整備
（用地取得）を進めます。

11 身近な公園の整備

魅力ある公園づくりを推進するため、市民の日常生活に密着した身
近な公園を整備（設計及び工事）するとともに、市民が主体となっ
て計画から整備・管理まで行う「手づくり公園」の設置を促進しま
す。

12 動物公園リスタート構想の推進
市民に身近な集客観光施設として動物公園を再生するため、特徴あ
る動物展示や子どもの遊び場等を整備するとともに、教育支援プロ
グラムの充実等を図ります。

13 動物公園の施設改修
安全で快適な公園利用を確保するため、老朽化した施設を改修しま
す。

14 市民協働による公園管理
魅力ある公園づくりを推進するため、市民との協働による維持管理
や利活用を図ります。

15 ボール遊びができる公園づくり
子どもたちがのびのびとボール遊びができる環境を整えるため、モ
デル的な公園を設置します。

１－２－２　都市緑化の推進

NO 事　　業　　名 事　業　概　要

1 都市緑化の推進
緑豊かな環境を創出するため、中心市街地や住宅地の緑化を推進す
るとともに、市民参加による緑化の普及啓発を行います。

１－２－３　花のあふれるまちづくりの推進

NO 事　　業　　名 事　業　概　要

1 オオガハスの魅力発信
市の花「オオガハス」の魅力を市民に幅広く伝えるため、イベント
や情報発信の充実を図るとともに、ハスを鑑賞できる環境を整備
（株分け等委託）します。

2 花のあふれるまちづくり
花のあふれるまちづくりを推進するため、花に関わる活動を行う市
民に花の苗を配布するとともに、花や緑に関するイベントを開催し
ます。

6



１－３　環境に配慮した低炭素・循環型社会を創る

１－３－１　低炭素社会の実現に向けた取組みの推進

NO 事　　業　　名 事　業　概　要

1
省エネルギー住宅及び電気自動車等の
導入推進

環境にやさしいまちづくりを推進するため、太陽光発電設備や高い
断熱性能を有するネット・ゼロ・エネルギーハウス（ＺＥＨ）の導
入費用や、電気自動車（ＥＶ）等の購入費用の一部を助成します。

2 ＣＯＯＬ　ＣＨＯＩＣＥの推進
地球温暖化対策に積極的に取り組むため、環境にやさしい「製品」
「サービス」「行動」などの選択を促す全国的なキャンペーン「Ｃ
ＯＯＬ　ＣＨＯＩＣＥ」（賢い選択）を推進します。

１－３－２　循環型社会の実現に向けた取組みの推進

NO 事　　業　　名 事　業　概　要

1 剪定枝等の再資源化の推進
3用地2清掃工場運用体制における安定的なごみ処理を継続するた
め、家庭から排出される剪定枝等を分別収集し、燃料チップなどに
再資源化します。

2 廃棄物処理施設の整備推進
将来にわたり安定したごみ処理体制を構築するため、新清掃工場の
整備や塵芥汚水処理場の建替を推進するとともに、最終処分場の整
備について検討を進めます。

3
下水道における資源・エネルギー循環
の形成（下水道再生可能エネルギー導
入）

下水道資源を有効利用するため、設備導入手法の検討を行うほか、
下水道における地球温暖化防止推進計画を策定します。

4 3Ｒ教育・学習の推進
循環型社会の構築に向け、若年層に対し、ごみ減量の意識づけを促
すため、未就学児や小学生等を対象とした3Ｒ啓発活動を行いま
す。

5 生ごみの発生抑制の推進
生ごみ減量のため、家庭用生ごみ減量処理機等の購入費用の一部助
成や、飲食店での食べきりキャンペーンなどを実施します。

6 事業系ごみの減量・再資源化の促進
事業所ごみの減量・再資源化を促進するため、事業所に対して古紙
の再資源化や食品リサイクルの必要性を周知するとともに、訪問調
査・指導などを行います。

１－３－３　良好な生活環境の確保

NO 事　　業　　名 事　業　概　要

1
大気・水質監視テレメータシステムの
再整備

市民の健康と生活環境を守るため、大気や工場・事業場の排出ガ
ス・排水の汚染状況を監視するテレメータシステムを再整備しま
す。

2
海辺の水質保全（下水道高度処理施設
の整備）

東京湾の水質を改善するため、浄化センターに高度処理施設を整備
します。

3 上水道配水管布設等の推進
地下水汚染が確認された地域に安全な飲料水を提供するため、上水
道配管の布設や浄水器の設置に助成します。

4 航空機騒音問題への対応
航空機騒音の実態を把握し、生活環境を保全するため、迅速な騒音
測定を行い、市民向けの情報提供を速やかに行います。

5 大気環境測定の推進
市民の健康と生活環境を守るため、大気中の微小粒子状物質（ＰＭ
2.5）の成分分析を行います。
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１－３－４　環境保全・創造活動の推進

NO 事　　業　　名 事　業　概　要

1 次期環境基本計画の策定
環境の保全及び創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進するた
め、次期環境基本計画の策定を進めます。

2 環境学習・環境教育の推進
環境問題に対する理解を深めるため、学校での環境教育を充実する
とともに、市民団体との協働による環境学習講座を開催します。
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方向性２　支えあいがやすらぎを生む、あたたかなまちへ

２－１　健康で活力に満ちた社会を創る

２－１－１　健康づくりの推進

NO 事　　業　　名 事　業　概　要

1 100年を生きる健やか未来都市の実現
健康寿命を延伸し、高齢になっても元気に活躍できる社会を実現す
るため、今後、重点的に取り組む項目について、広報・啓発活動を
行います。

2 禁煙の支援及び受動喫煙防止の推進
喫煙、受動喫煙による健康被害の防止を図るため、普及啓発の他、
禁煙電話相談の設置や禁煙治療費の一部助成を行います。また、公
共の場所や職場等における受動喫煙を防止する対策を推進します。

3 運動イベントによる健康づくりの促進
市民の生活習慣改善のきっかけや、自身の健康状態に気づく機会を
提供するため、地域における運動イベントを実施します。

4 花見川糖尿病ゼロプロジェクト
区民の糖尿病等の生活習慣病の予防及び健康への関心を高めるた
め、地域住民と医療関係機関との協力のもと、健康づくりのための
情報収集や普及啓発を行います。

5 稲毛区健康づくりウオーキング
区民の主体的な生活習慣病の予防を図るため、健康ウオーキングに
稲毛区の魅力の再発見の要素を加味したイベントを開催します。

6
若葉区ラジオ体操で健康づくりとまち
づくり

ラジオ体操を通じた健康づくりや世代間交流を図るため、実技講習
会や情報交換会を開催します。

7 緑区健康フェアの開催
健康づくりの意識向上を図るため、地元企業や関係機関と連携し、
運動体験や健康測定等ができる健康イベントを開催します。

２－１－２　医療体制の充実

NO 事　　業　　名 事　業　概　要

1 市立病院の医療機器更新
市民に必要とされる医療を継続的に提供するため、青葉病院及び海
浜病院の医療機器を更新します。

2 地域医療人材支援団体の設置促進
医療人材の流出を防ぎ、地域医療を守るため、地域医療人材を支援
する団体の設置を促進します。

3 薬剤師の業務拡大
地域医療の担い手や、地域住民の健康増進等の観点から、薬剤師の
役割が進展していることをふまえ、関係機関と連携し、薬剤師の業
務拡大の検討を進めます。

２－２　こどもを産み、育てやすい環境を創る

２－２－１　子育て支援の充実

NO 事　　業　　名 事　業　概　要

1 不育症・不妊症対策の強化
不育症・不妊症に関する精神面及び経済面での負担軽減を図るた
め、相談体制を強化するとともに、治療費等の助成制度を拡充しま
す。
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NO 事　　業　　名 事　業　概　要

2
子ども・子育て支援新制度給付対象施
設の整備

潜在的な保育需要に対応し、将来にわたり待機児童ゼロを達成する
ため、子ども・子育て支援事業計画等に基づき、計画的に保育所等
を整備します。

3 公立保育所の建替え
良好な保育環境を確保するとともに、より多様な保育ニーズに対応
するため、老朽化が著しい木造公立保育所の建替え（工事）を行い
ます。

4 幼児教育の推進体制構築
幼稚園・保育所・認定こども園における幼児教育と小学校教育との
つながりを強化するとともに、幼児教育の質の向上を図るため、ア
プローチカリキュラムの作成・普及等を進めます。

5
多様な保育需要への対応（病児・病後
児保育施設の拡充）

子どもが病気で保育所等に通えないときの保育ニーズに対応するた
め、病児・病後児保育施設の拡充を図ります。

6
多様な保育需要への対応（子育て支援
コンシェルジュの拡充）

子育て支援全般に関する情報提供の充実や相談件数の増加への対応
を図るため、子育て支援コンシェルジュの体制を強化します。

7
多様な保育需要への対応（一時預か
り、休日保育）

保護者の就労形態の多様化等に伴う保育ニーズに対応するため、一
時預かりや休日保育施設の拡充を図ります。

8 教育・保育人材の確保及び質の向上
教育・保育人材を確保するとともに、質を向上させるため、保育士
の処遇改善のための支援や大学と連携した研修等を実施します。

9
医療的ケアが必要な子どもの受入体制
の整備

医療的ケアが必要な子どもの保育ニーズに対応するため、看護師の
配置を充実させ、受け入れ体制を強化します。

10 男性保育士の活躍推進
公立保育所において、男性保育士等が働きやすい執務環境を整える
とともに、市民の理解を促進するため、男性保育士による育児講座
や養成校への出張説明会を行います。

11 男性の子育て支援
男性の子育てを支援するため、男性を対象とした育児休業取得促進
奨励金の支給や育児に関する講座・イベントを実施します。

２－２－２　こどもの健全育成の推進

NO 事　　業　　名 事　業　概　要

1 子どもルームの拡充
仕事と子育ての両立支援と放課後児童の健全育成を図るため、子ど
もルームの増設及び施設環境の改善を行うとともに、民間事業者の
参入を促進します。

2 子どもの貧困対策総合コーディネート
困難な状況におかれた子どもの家庭環境に寄り添い、必要な支援を
行うため、子どもナビゲーターを配置します。

3 弁護士による養育費相談
ひとり親家庭やＤＶ被害者の経済的な自立を支援し、子どもの健や
かな成長につなげるため、弁護士による養育費相談を行います。

4 家庭的養護の推進
社会的養護を必要とする児童がより家庭的な生活を送るため、乳児
院の小規模化を行うとともに、ＮＰＯと協働し里親等委託を進めま
す。

5 児童相談所の充実強化
一時保護を必要とする児童の増加に対応するため、一時保護所の居
室増設を行います。
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２－３　ともに支えあう地域福祉社会を創る

２－３－１　地域福祉の充実

NO 事　　業　　名 事　業　概　要

1
生活困窮家庭等の子どもへの学習支援
の拡充

家庭環境によって学びが左右されない環境を整えるため、生活困窮
家庭等の子どもへの学習支援を拡充します。

2 第5期地域福祉計画の策定
住民とともに支えあい、課題を解決できる地域社会をつくるため、
今後の地域福祉の取組みを定めた計画を策定します。

3
高齢者福祉施設の地域福祉拠点として
の利用促進

地域活動の拠点を増やすとともに、社会福祉法人と地域住民の交流
を促すため、高齢者福祉施設が有する地域交流スペースの利用を促
進します。

２－４　高齢者が心豊かに暮らせる長寿社会を創る

２－４－１　介護予防と生きがいづくりの促進

NO 事　　業　　名 事　業　概　要

1 シニアリーダー活動の推進
地域で元気に生活できる高齢者を増やすため、介護予防に役立つ体
操教室などを開催しているシニアリーダーの活動を支援します。

2 生涯現役応援センターの拡充
高齢者の就労や地域活動など多様な社会参加ニーズに対応するた
め、各種情報を集約し、情報提供・相談・紹介などを行う生涯現役
応援センターを拡充します。

3 ボランティアリーダーの育成
高齢者が地域で元気に活躍できる社会を実現するため、地域ボラン
ティア活動の中心となるボランティアリーダーを育成します。

4 高齢者を対象としたペット支援
高齢者が生きがいを持ち、安心してペットと生活できる環境をつく
るため、一時飼育ボランティアへの高齢者の参加促進や、高齢者が
将来ペットを飼育できなくなった場合に備えた支援を実施します。

２－４－２　地域生活支援の充実

NO 事　　業　　名 事　業　概　要

1 在宅医療・介護連携の推進

医療・介護が必要な状態になっても、住み慣れた地域で安心して生
活できる環境をつくるため、在宅医療・介護連携支援センターを設
置するなど、在宅医療・介護サービスを一体的に受けられる体制づ
くりを進めます。

2 あんしんケアセンターの機能強化
地域における高齢者や家族への支援体制の充実を図るため、地域包
括ケアシステムの中心的役割を担う、あんしんケアセンターの体制
を強化します。

3 認知症の人や家族への支援
認知症の人や家族に対する支援の充実を図るため、看護師・作業療
法士などで構成する認知症初期集中支援チームの増設や、認知症カ
フェ設置に対する助成などを行います。

4 生活支援体制整備の推進
地域において、高齢者を支えあう体制づくりを行うため、支えあい
活動などの育成・調整役である生活支援コーディネーターを、あん
しんケアセンターの圏域ごとに設置します。

5 地域密着型サービス事業所の整備
高齢者の在宅生活を支援するため、小規模多機能型居宅介護事業所
や定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の整備に助成します。

6 高齢者の移動支援
買い物・通院時などの高齢者の移動手段を確保するため、高齢者の
送迎を行う活動等への支援をモデル的に実施します。
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２－４－３　介護保険サービスの充実

NO 事　　業　　名 事　業　概　要

1
介護認定調査の指定事務受託法人への
委託

要介護認定者の増加を見据え、安定した介護認定調査を行うため、
認定調査の業務委託を実施します。

2 介護人材の確保・定着の支援
介護人材の確保・定着を促進するため、合同就職説明会を実施する
とともに、外国人人材の雇用に対し、支援を行います。

3 特別養護老人ホームの整備
介護が必要な高齢者の増加に対応するため、特別養護老人ホームの
整備に助成します。

4
養護・軽費老人ホームの大規模修繕へ
の助成

利用者の利便性低下を防ぐため、老朽化した養護・軽費老人ホーム
の施設修繕に助成します。

5 介護ロボットの普及促進
介護ロボットの普及促進を図るため、ニーズ把握や効果検証を行う
とともに、大学や事業者との連携により体験会を実施します。

２－５　障害のある人が自立して暮らせる共生社会を創る

２－５－１　療育体制と相談支援の充実

NO 事　　業　　名 事　業　概　要

1 発達障害者等への支援の推進

発達障害者への支援の充実を図るため、療育相談所や発達障害者支
援センターの体制を強化するとともに、かかりつけ医への研修を実
施します。また、強度行動障害者に対して必要な支援を行った障害
福祉サービス事業所へ助成します

２－５－２　地域生活支援の充実

NO 事　　業　　名 事　業　概　要

1 重症心身障害者等への支援の推進
医療的ケアが必要な重症心身障害者等の地域生活の充実を図るた
め、必要な支援を行った障害福祉サービス事業所へ助成します。

2 障害者グループホームの整備
障害者の地域移行を促進するため、障害者が日常生活の援助や介護
を受けながら共同生活を行うグループホームの整備・運営に助成し
ます。

3 地域生活支援拠点の整備
障害者が住み慣れた地域で安心して生活できる環境をつくるため、
地域生活支援拠点の整備を進めます。

4 依存症患者への支援の推進
依存症についての理解を促進し、依存症患者や家族を相談や治療に
つなげるため、シンポジウム等の啓発活動を行うとともに、医療・
福祉サービス従事者を対象とした研修を実施します。

5
手話等によるコミュニケーション支援
の推進

コミュニケーションに支援が必要な聴覚障害者が安全・安心に生活
できる環境をつくるため、夜間・休日等緊急時の手話通訳者派遣に
係る受付窓口を運営します。

6 措置入院者の退院後支援
措置入院後に退院した精神障害者の医療中断や、社会からの孤立を
防止するため、医療機関や障害福祉サービス事業所等と連携し支援
体制を構築します。

２－５－３　就労支援と社会参加の促進

NO 事　　業　　名 事　業　概　要

1 障害者への理解の促進

東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の開催に向け、障
害者への理解を促し、共生社会の実現を図るため、市内小学校で障
害者が体験談を語るとともに、パラスポーツなどの体験学習を実施
します。
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方向性３　豊かな心が育ち、新たな価値が生まれるまちへ

３－１　未来を担う人材を育成する

３－１－１　学校教育の振興

NO 事　　業　　名 事　業　概　要

1 学校の適正規模・適正配置の推進
児童生徒のよりよい教育環境を整備し、教育の質を充実させるた
め、学校適正配置を推進します。

2 学校施設の環境整備
学校施設の長寿命化を図るため、計画的な保全改修を行うととも
に、施設環境・機能を改善するための整備（工事）を行います。

3 学校適正配置に伴う施設改修
児童生徒のよりよい教育環境を整備するため、学校適正配置により
統合校となる小学校を改修します。また、跡施設については、利用
方針に基づき改修します。

4 学校防犯対策の推進
児童生徒の安全を確保するため、小・中学校に防犯カメラシステム
を設置します。

5 学校と地域の連携・協働体制の整備
学校教育の充実や地域コミュニティの活性化を図るため、学校支援
地域本部の設置を推進するとともに、コミュニティ・スクールをモ
デル的に実施します。

6 小学校英語教育の充実
小学校英語教育の更なる充実を図るため、外国人講師の配置を拡充
するとともに、英語教育支援員（イングリッシュ・サポーター）を
新たに配置します。

7 小中連携・一貫教育の推進
小・中学校の円滑な接続や学力向上を図るため、小中一貫教育モデ
ル校を設置します。

8 キャリア教育の推進
児童生徒が自分自身の将来を見据えて進路選択できる力を育成する
ため、キャリア教育に関する講演会の実施や副読本を作成します。

9 市立高校の特色ある学校づくりの推進
グローバルに活躍できる科学技術人材を育成するため、市立千葉高
校の外国人補助教員の拡充を図るとともに、市立稲毛高校のグロー
バルハイスクール化を目指します。

10 オリパラ教育の推進

児童生徒のパラスポーツへの理解促進と関心の向上を図るため、パ
ラスポーツの授業等を実施します。また、多様性の理解を育むた
め、オリンピック・パラリンピックを題材とした道徳の授業を実施
します。

11 帰国・外国人児童生徒教育の充実
帰国・外国人児童生徒の日本語習得を支援するため、外国人児童生
徒指導協力員の配置を拡充するとともに、日本語指導通級教室を増
設します。

12 スクールソーシャルワーカーの拡充
問題を抱えた児童生徒を支援するため、スクールソーシャルワー
カーの配置を拡充します。

13 スクールカウンセラーの拡充
いじめや不登校など児童の不安や心の悩みの解消を図るため、小学
校スクールカウンセラーの配置を拡充します。

14
ＬＤ等通級指導教室における体制整備
の推進

特別支援教育充実のため、ＬＤ等通級指導教室を増設するととも
に、巡回指導を実施します。

15 部活動の充実
部活動の充実を図るため、専門的な知識や技術等を持つ指導者を中
学校に派遣します。
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NO 事　　業　　名 事　業　概　要

16 いのちを守る教育の推進
児童生徒が救急救命法の実技を学ぶことを通し、命の大切さや尊厳
を学べるようにするため、小・中学校において、ＡＥＤトレーナー
を活用した救命講習会を実施します。

17 学校における食育の推進
広く市民に本市の学校給食や食育の現状を知ってもらうため、地場
農産物を使った学校給食の試食会を実施します。

18 ＩＣＴ環境の整備・充実
児童生徒及び教職員のＩＣＴ環境の向上を図るため、教育用情報機
器等を整備します。

19 学校訪問相談員の拡充
障害のある児童生徒に対し幅広い支援を行うため、学校訪問相談員
の配置を拡充します。

20 特別支援教育指導員の拡充
障害のある児童生徒に対し幅広い支援を行うため、特別支援教育指
導員の配置を拡充します。

21 特別支援教育介助員の拡充
障害のある児童生徒に対し幅広い支援を行うため、特別支援教育介
助員の配置を拡充します。

22 学校図書館の充実
子どもの読書環境の充実を図るため、学校図書館の蔵書数を増やし
ます。

23 理数教育の充実
科学や技術等への関心や学力を向上させるため、理数教育の充実に
向けた取組みを推進します。

３－１－２　地域の教育力の向上

NO 事　　業　　名 事　業　概　要

1 放課後子ども教室の推進
放課後における児童への多様な体験機会の提供と安全・安心な居場
所を確保するため、放課後子ども教室の活動を支援するとともに、
子どもルームとの一体型を推進します。

３－１－３　こどもの参画の推進

NO 事　　業　　名 事　業　概　要

1 こどもの参画の推進
子どもの社会の一員としての自覚と自立を促し、こどもの参画によ
るまちづくりを実現するため、各種参画の取組みを実施するととも
に、本市の取組みを広く発信します。

2 美浜区高校生連携会議の推進
高校生による地域活動を促進するため、美浜区の高校生による連携
会議を開催します。

３－２　生涯を通じた学びとスポーツ活動を支える

３－２－１　生涯学習の推進

NO 事　　業　　名 事　業　概　要

1 未来の科学者育成プログラムの推進
最先端の科学技術を身近に感じることができる環境を創出するた
め、未来の科学者育成プログラムを充実します。

2 新たな図書館計画の策定
今後の図書館のあり方を定めるとともに、その実現に向けた取組み
を総合的に推進するため、新たな図書館計画を策定します。
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NO 事　　業　　名 事　業　概　要

3 地域情報のデジタル化の推進
図書館の利活用を促進するため、図書館で収集・保存された地域情
報を電子情報で提供します。

4 図書館サービスポイントの設置
図書館利用者の利便性を高めるため、図書の返却や予約資料の貸出
しができるサービス拠点を設置します。

5 公民館の機能拡充
地域の社会教育活動の活性化を図るため、社会教育主事の配置及び
公民館主催講座を拡充します。

6 千葉市科学館のリニューアル
科学に対する市民の興味・関心を向上させるため、千葉市科学館の
リニューアルに向けた検討を進めます。

7
子ども読書活動推進計画（第4次）の
策定

子どもの自主的な読書活動を促進するため、「子ども読書活動推進
計画（第4次）」を策定します。

３－２－２　スポーツ・レクリエーション活動の推進

NO 事　　業　　名 事　業　概　要

1
東京2020オリンピック・パラリンピッ
ク競技大会開催に向けた機運の醸成

東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の大会機運醸成や
大会・競技への理解促進を図るため、競技体験イベントや効果的な
プロモーションを実施します。

2 パラスポーツの推進
パラスポーツを推進するため、障害者アスリートによる学校訪問や
パラスポーツ市民大会などを開催します。

3 スポーツ大会・イベント誘致の推進

多くの市民がトップアスリートのプレーに触れる機会を創出し、ス
ポーツ文化を醸成するため、国際大会の誘致を行います。また、競
技団体等と連携して、市内スポーツ大会に解説ボランティアを配置
します。

4
スポーツとしての自転車競技の普及を
通した賑わいの創出

自転車スポーツの普及を通じ、新たな賑わいを創出するため、現競
輪場を民間活力により再整備し、国際ルールに基づく250競輪や自
転車スポーツ振興に向けた取組みを進めます。

5 千葉公園体育館の再整備
競輪場の再整備に併せ、老朽化した現千葉公園体育館と周辺スポー
ツ施設の集約再整備に向けた取組みを進めます。

6 千葉公園の再整備
千葉公園の魅力向上及び周辺地域の活性化のため、公園全体の再整
備について検討を進めます。

7 スポーツ広場の充実
多くの市民が利用可能なスポーツ・レクリエーション活動の場を提
供するため、新たなスポーツ施設の整備を進めます。

8 トップスポーツとの連携の推進
トップスポーツチームや選手たちを応援する機運を醸成するため、
市内を中心に活動するトップスポーツチームや市内出身のトップス
ポーツ選手による小中学校訪問を実施します。

9
障害者スポーツ交流を通した地域活性
化（稲毛区）

共生社会の形成と地域の活性化を推進するため、障害のある方もな
い方も、子どもから高齢者まで共に楽しみ交流できる障害者スポー
ツイベントを実施します。
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３－３　文化を守り、はぐくむ

３－３－１　文化・芸術の振興

NO 事　　業　　名 事　業　概　要

1 千葉市美術館の拡張
文化面から千葉都心への集客を図るため、中央区役所移転後の跡ス
ペースを活用し、新たな展示スペースや体験・交流ゾーンを整備し
ます。

2
オリンピック・パラリンピックに向け
た芸術文化推進

本市ならではの文化振興を図るため、車椅子アートプロジェクトの
実施や、若者の文化芸術への参加を促進するとともに、東京2020オ
リンピック・パラリンピック競技大会に向けた文化プログラムを策
定し、推進します。

3 文化センターの施設改修
利用者の安全や利便性を確保するため、文化センターの修繕を行い
ます。

4 夜間の文化・経済活動の振興
夜間の文化活動・経済活動の健全な振興を図り、都市の活力を向上
させるため、その方策についての検討を進めます。

5 芸術文化交流による緑区の魅力発見
芸術・文化を通した地域交流・活性化を推進するため、まちカフェ
ライブや絵画コンクールを行います。

6
ランチタイムコンサートの実施（稲毛
区）

「文教のまち稲毛区」として、豊かな区民生活と地域の活性化を促
進するため、気軽に鑑賞できる区役所ロビー・ランチタイムコン
サートを実施します。

３－３－２　文化的財産の保全と活用

NO 事　　業　　名 事　業　概　要

1 市制施行100周年記念誌の制作
市民をはじめ多くの方々とともに、千葉市100年の歩みを振り返
り、まちの魅力や愛着、誇りを未来につなげていくため、記念誌を
制作します。

2
市民ギャラリー・いなげ旧神谷伝兵衛
稲毛別荘の改修

歴史的建造物の保存、活用を推進するため、耐震改修を実施すると
ともに、新たに講座やイベントを開催します。

3 縄文文化調査研究の推進
縄文文化と貝塚を究明していくため、発掘調査・研究を進めていく
とともに、その成果を広く発信していきます。

4 特別史跡加曽利貝塚の魅力向上
特別史跡加曽利貝塚の魅力と集客力の向上を図るため、史跡内の整
備とプロモーション活動を進めます。

5 『千葉市史史料編近現代』の刊行
本市の近現代の歩みを示す代表的な史料を市民共有の財産として後
世に伝えるため、『千葉市史史料編近現代』を刊行します。

３－４　多彩な交流・連携により新たな価値を創る

３－４－１　国際化の推進

NO 事　　業　　名 事　業　概　要

1 姉妹・友好都市との交流推進
姉妹・友好都市と経済・文化・スポーツなどの各分野において、よ
り発展的な関係を築くため、交流事業を行います。

2 国際交流ボランティアリーダーの育成
本市の国際化を推進するため、国際交流ボランティアリーダーを発
掘・育成します。
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NO 事　　業　　名 事　業　概　要

3 国際交流プラザの機能充実
多文化共生のまちづくりの推進と利用者の利便性向上のため、出張
外国人相談を実施するとともに、災害時に外国人の情報収集の場と
なる国際交流プラザに公衆無線ＬＡＮを整備します。

３－５　市民の力をまちづくりの力へ

３－５－１　市民参加・協働の推進

NO 事　　業　　名 事　業　概　要

1 市民シンクタンクの充実
市民の知見を活かしたまちづくりを推進するため、市民が研究員と
なり、政策提言を取りまとめ、その実現に向け自ら参画する市民シ
ンクタンクの充実を図ります。

2
東京2020オリンピック・パラリンピッ
ク競技大会開催に向けたボランティア
体制の構築

東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の競技会場都市と
して、大会を円滑に進めるため、都市ボランティアの体制を構築し
ます。

3 地域運営委員会の設置の促進
住民同士の助けあい、支えあいによる持続的な地域運営を推進する
ため、地域運営委員会の設置を促進します。

4
次世代ちばレポ「ＭｙＣｉｔｙＲｅｐ
ｏｒｔ」の導入・運用

市民との協働により地域課題を解決するとともに、業務の高度化を
図るため、現在のちばレポをベースに新機能を組み込んだシステム
を、東京大学や他自治体等と共同で構築し、運用します。

5 まちづくり活動団体への助成
市民主体のまちづくりを推進するため、地域課題の解決などに取り
組む団体に対し、自立的・継続的な活動を支援するフォローアップ
研修を行います。

6 緑区オリパラ応援団
東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の機運を盛り上げ
るとともに、地域の活性化を促進するため、大会を応援・ＰＲする
取組みを区独自に実施します。

7 中央区地域リーダー研修
地域のまちづくりを担うリーダーを育成するため、地域リーダー研
修を実施します。

8 美浜区の魅力創出・発信
区民が美浜区への愛着を感じられるよう、地域の団体・学生との協
働イベントや、若者のまちづくりへの参画を推進するためのワーク
ショップを開催します。

３－５－２　男女共同参画の推進

NO 事　　業　　名 事　業　概　要

1 男女共同参画の推進
すべての市民が、性別に関わりなく個人として尊重される男女共同
参画社会の実現のため、事業者の自主的な取組みを促進するととも
に、ＬＧＢＴ支援を実施します。

2 ダイバーシティ推進
誰もがそれぞれの個性と能力を発揮でき、あらゆる人にとって暮ら
しやすく、活力ある社会を実現するため、市内企業等と連携し、ダ
イバーシティを推進します。

3 性暴力被害者支援センターへの助成
性暴力被害者の支援及び性暴力のない社会実現のため、性暴力被害
者支援センターの事業経費に助成します。
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４－１　市民の安全・安心を守る

４－１－１　防災対策の推進

NO 事　　業　　名 事　業　概　要

1 公共施設の吊天井の補強 公共施設の安全を確保するため、吊天井の補強工事を行います。

2 市街地液状化対策の推進
大規模地震による液状化被害を抑制するため、道路等の公共施設と
宅地の一体的な液状化対策を推進します。

3 緊急輸送道路沿道建築物の耐震助成
緊急輸送道路の通行を確保するため、沿道建築物の耐震診断や改修
費用の一部を助成します。

4 橋梁の耐震化
緊急時の輸送や避難時の通行の安全を確保するため、橋梁の耐震補
強を行います。

5 無電柱化の推進
安全で快適な歩行空間の確保及び防災機能の向上を図るため、電線
類の地中化を行います。

6
市道三角町柏井町線（柏井橋）の橋梁
架替

橋梁長寿命化修繕計画に基づき、高齢化している柏井橋を架け替え
るため、橋梁を整備（用地取得及び工事）します。

7
主要地方道穴川天戸線（亥鼻橋）の橋
梁架替

橋梁長寿命化修繕計画に基づき、高齢化している亥鼻橋を架け替え
るため、橋梁を整備（用地取得及び工事）します。

8
浸水被害の軽減と対策の強化（雨水施
設の整備）

近年の局地的な大雨に対し、浸水被害を軽減するため、対策を強化
し、地域の状況に応じた効率的な雨水整備を行います。

9
地震時における下水道機能の確保（下
水道施設の耐震化）

地震発生時に下水道の流下・処理機能を確保するため、管渠や処理
場・ポンプ場の耐震化を進めます。

10 河川の改修
流域内の浸水被害を軽減するため、坂月川や支川都川等を改修する
とともに、河川維持管理計画に基づき、管理河川の計画的保全を進
めます。

11 排水施設の整備
浸水被害を軽減するため、排水施設の整備・改修（設計及び工事）
を進めます。

12 急傾斜地崩壊防止工事の推進
市民の生命を保護するため、急傾斜地崩壊危険区域に指定された箇
所について崩壊防止工事を進めます。

13 都市下水路の整備
浸水被害を軽減するため、東寺山調整池の整備（工事）を推進しま
す。

14 水道施設の耐震化
災害発生時の安定給水を確保するため、水道施設の耐震化を行いま
す。

４－１－２　防災体制の充実

NO 事　　業　　名 事　業　概　要

1
防災行政無線（広報無線）のデジタル
化

災害発生時における緊急情報の伝達手段を確保するため、防災行政
無線のデジタル化を進めます。

方向性４　ひと・モノ・情報がつながる、生活基盤の充実した安全で快適なまちへ

18



NO 事　　業　　名 事　業　概　要

2 災害用備蓄品の整備
災害時の被災者支援体制を強化するため、備蓄品を拡充するととも
に、避難所に備蓄倉庫を整備します。

3 マンホールトイレの整備
災害時における、し尿処理体制を強化し、避難所の衛生環境の向上
を図るため、マンホールトイレを整備します。

4 避難所における通信環境の整備
大規模災害発生時に避難者が安否情報や支援情報などを速やかに収
集・伝達できるよう、避難所の通信環境を整備します。

5 自主防災組織の結成促進及び活動支援
地域の防災力の向上を図るため、自主防災組織の結成を促進すると
ともに、地域に防災アドバイザーを派遣します。

6 避難所運営委員会の活動支援
大規模災害発生時に、避難所を円滑に開設・運営する体制を整備す
るため、市民が主体となった避難所運営委員会の活動を支援しま
す。

7
災害時における応急農業用井戸水の供
給

災害時における飲料水の確保のため、農業用井戸水を飲料水として
提供するための設備を整備します。

8
大規模盛土造成地の滑動崩落対策の推
進

防災対策を推進するため、大規模地震時に滑動崩落被害の恐れのあ
る箇所を調査し、「大規模盛土造成地マップ」を作成・公表しま
す。

9 土木事務所における災害体制の構築
発災時における災害対応機能を維持するため、土木事務所に災害用
通信機器の整備を進めます。

10 避難行動要支援者の支援体制の強化
災害時の避難行動要支援者の支援体制を強化するため、避難行動要
支援者名簿を町内自治会や自主防災組織等に提供します。

11 防災リーダーの育成
地域の防災力向上のため、防災ライセンス講座や防災ライセンスス
キルアップ講座を開催し、防災リーダーの養成を進めます。

12 地域の防災力の向上（中央区）
地域の防災力の向上を図るため、町内自治会と協働で自主防災マッ
プを作成します。

13 地域の防災力の向上（若葉区）
地域の防災意識の向上を図るため、区内小中学校での防災実技講演
会を実施するとともに、自主防災組織未結成の自治会を対象に個別
説明会を実施します。

14 地域の防災力の向上（緑区）
地域防災力の向上を図るため、地域住民・防災関係機関と連携して
緑区災害対応合同訓練を実施します。

４－１－３　消防・救急体制の充実

NO 事　　業　　名 事　業　概　要

1
東京2020オリンピック・パラリンピッ
ク競技大会開催に伴う競技会場等の安
全対策の推進

東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会開催に伴う競技会
場等の安全性を確保するため、消防警備体制を整備するとともに、
市民向けの救命講習会を実施します。

2 消防団活動体制の充実
地域における消防防災力の向上を図るため、消防団活動体制の充実
を図ります。

3 消防署・所の非常用電源設備の整備
発災時における災害対応機能を維持するため、消防活動拠点である
消防庁舎の非常用電源設備等の整備を行います。

4 消防署・所の整備
地域における消防防災力の充実強化を図るため、消防活動拠点であ
る消防庁舎の新設・建替え等を行います。
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NO 事　　業　　名 事　業　概　要

5 応急救護所用エアーテントの更新
大規模事故発生時などにおける多数傷病者の対応に備えるため、消
防署に配置されている応急救護所用エアーテントを更新します。

6
可搬式小型動力ポンプの消防ホース更
新

自主消防組織が平常時の訓練だけでなく、大規模災害時において
も、支障なく消防ホースを使用できるよう、可搬式小型動力ポンプ
の消防ホースを更新します。

7 消防水利の整備
大規模災害時の消火用水を確保するため、計画的な防火水槽の整備
を行います。

8 花見川消防署訓練施設の新設
消防活動体制の充実強化を図るため、花見川消防署に訓練施設を整
備します。

9 応急手当の普及啓発 救命率の向上を図るため、救命講習会の拡充を図ります。

10 救急救命士の養成
救急体制の充実を図るため、救急救命士の養成とともに、高度な救
急救命処置を行うことのできる救急救命士を育成します。

11 ちば消防共同指令センター機器更新
消防指令体制を維持し、迅速な通報受付、消防・救急活動を行うた
め、共同指令センターの機器を一部更新します。

12 防災用無線機器の更新
災害時における防災関係機関相互の情報伝達を迅速化し、円滑な防
災活動を行うため、防災相互波用基地局及び移動局の無線機器を更
新します。

13 航空消防防災体制の充実
消防ヘリコプターの安全運航を確保するため、法定点検を実施しま
す。

14 感震ブレーカーの設置推進
大規模地震時の電気火災の発生や延焼を防ぐため、密集住宅市街地
を対象として、感震ブレーカーの設置をモデル的に実施します。

４－１－４　交通安全の推進

NO 事　　業　　名 事　業　概　要

1 花見川緑地交通公園の機能拡充
交通安全教育の充実のため、花見川緑地交通公園の設備更新を行う
とともに、サイクリング利用者などに向けたサービス機能の導入を
検討、実施します。

2 自転車安全利用の促進
自転車の交通ルールの順守やマナーの向上を図るため、安全利用講
習会や交通安全教室を開催するとともに、自転車用ヘルメット着用
と自転車保険加入の促進を図ります。

3 交通安全施設の充実
道路利用者の安全性・快適性の向上及び交通の円滑化を図るため、
通学路のカラー化や区画線の引き直しなどの交通安全対策を行いま
す。

4 踏切道の安全対策
踏切事故防止のため、踏切内に歩道を設置するなどの安全対策を行
います。

5 自転車走行環境の整備
安全で快適な自転車走行環境を創出するため、自転車レーン等の整
備（設計及び工事）を進めるとともに、整備計画の見直しを行いま
す。

6 放置自転車対策の推進
放置自転車の抑制を図るため、電磁ロック式自転車ラック等の駐輪
場設備の充実を図るとともに、自転車駐車場の整備・統廃合を進め
ます。

7 交差点の改良
交通事故の減少及び渋滞の緩和を図るため、交差点を改良（調査、
設計、用地取得及び工事）します。
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NO 事　　業　　名 事　業　概　要

8 歩道の整備
歩行者の安全性を確保するため、歩道を整備（調査、設計、用地取
得及び工事）します。

４－１－５　防犯対策の推進

NO 事　　業　　名 事　業　概　要

1 防犯カメラの設置管理
地域の安全を確保するため、町内自治会が設置する防犯カメラへの
助成を行うとともに、ＪＲ主要駅周辺等に防犯カメラを設置しま
す。

2 防犯パトロール隊の支援推進
地域の防犯力の向上のため、防犯パトロール隊が継続的に活動でき
るよう、必要な物品の配布回数等を見直し、支援を強化します。

3 中央区ご近所防犯
安全で安心なまちづくりを推進するため、地域の防犯パトロール隊
の防犯活動を支援します。

４－１－６　消費生活の安定・向上

NO 事　　業　　名 事　業　概　要

1 消費者教育の推進
市民が消費者として安全で安心できる暮らしを実現するため、事業
者、団体、市民等との協働により、消費者教育を推進します。

４－２　快適な暮らしの基盤をつくる

４－２－１　市街地の整備

NO 事　　業　　名 事　業　概　要

1
千葉駅西口地区第二種市街地再開発
(Ｂ工区)

臨海地区への玄関口としての賑わいを創出するため、千葉駅西口に
商業のほか、居住・医療・健康づくり・保育など多機能な用途の再
開発ビルを整備します。

2 千葉駅東口地区第一種市街地再開発
千葉都心の土地の高度利用と建築物の機能更新のため、千葉駅東口
地区の第一種市街地再開発を促進します。

3 検見川稲毛土地区画整理
良好な居住環境を有する市街地の形成を図るため、建物移転や幹線
道路整備等により公共施設の整備・改善を行います。

4 寒川第一土地区画整理
良好な居住環境の形成を図るため、建物移転や都市計画道路及び下
水道施設等の公共施設の整備・改善を行います。

5 東幕張土地区画整理
ＪＲ幕張駅利用者の利便性向上、地域全体の活性化及び良好な居住
環境の形成を図るため、北口駅前広場を含む幹線道路等の早期完成
に向け、建物移転や公共施設の整備を行います。

6 ＪＲ稲毛駅東口周辺のまちづくり
土地の高度利用と都市機能の更新を図るため、駅前広場等を含めた
一体的な市街地再開発の検討を進めます。

４－２－２　計画的な土地利用の推進

NO 事　　業　　名 事　業　概　要

1 立地適正化計画の策定
居住や都市機能の誘導と公共交通の連携による「集約型都市構造」
を目指すため、立地適正化計画を策定します。
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NO 事　　業　　名 事　業　概　要

2 都市基本図の更新
業務の効率化や市民サービスの向上を図るため、様々な主体が共通
的に利用できる都市基本図を更新します。

3 都市計画の見直し
都市を取り巻く情勢の変化に対応するため、都市計画基礎調査の分
析等を踏まえた都市計画の見直しを行います。

4
土地区画整理事業未施行地区における
整備手法の検討

長期間にわたり事業化されていない土地区画整理事業未施行地区に
ついて、社会情勢や周辺状況等が変化しているため、実情に合わせ
た整備手法の検討を進めます。

5 「やってみようよまちづくり」支援
市民参加と協働によるまちづくりを推進するため、地区計画や建築
協定などを活用したまちづくりの知識・情報の習得を支援します。

４－２－３　良好な都市景観の形成

NO 事　　業　　名 事　業　概　要

1 街路樹空間の適正化
良好な街並みの景観形成を進めるため、モデル路線を選定し、大径
木化、老木化した街路樹空間の適正化を図ります。

2 良好な都市景観の形成
地域の特性を活かした魅力的なまちづくりを推進するため、景観形
成推進地区の指定等に向けて活動している団体を支援します。

４－２－４　住宅・住環境の充実

NO 事　　業　　名 事　業　概　要

1 耐震診断・耐震改修の助成
地震発生時の住宅の安全性向上を図るため、木造住宅や分譲マン
ションの耐震診断及び耐震改修費用の一部を助成します。

2 空家等対策の推進
空家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施するため、空家等対
策計画を策定し、空家の利活用などについて、広範な視点で検討を
進めます。

3 地域再生支援
地域の居住環境の向上及び地域コミュニティの再生を図るため、一
定の要件を満たす分譲マンションの建替えを行う管理組合等に対
し、計画策定に要する費用の一部を助成します。

4 密集住宅市街地の環境整備推進

重点密集市街地において、災害時の円滑な消防活動が可能となる安
全な地区を形成するため、基幹道路の整備に向けた調査・検討を実
施します。また、感震ブレーカーの補助事業をモデル的に実施しま
す。

5 結婚新生活支援の推進
若年層の婚姻に伴う経済的負担を軽減するため、住居費や引越費用
などの一部を助成します。

6 市営住宅の整備（市営住宅の改善）
市営住宅の長寿命化や居住性の向上、高齢者等への対応を図るた
め、「市営住宅長寿命化・再整備計画」に基づき、改善を行いま
す。

7 市営住宅の整備（市営住宅の建替）
老朽化した市営住宅の住宅・住環境の改善を図るため、「市営住宅
長寿命化・再整備計画」に基づき、建替え等を行います。
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４－２－５　生活基盤の充実

NO 事　　業　　名 事　業　概　要

1 中央区役所の移転（きぼーるの改修）
市民の利便性向上のため、中央区役所を「きぼーる」に移転しま
す。

2 住居表示等の整備
住民生活の利便性向上を図るため、住居表示等の整備を推進しま
す。

3 平和公園の拡張・整備 墓地を安定的に供給するため、平和公園を拡張整備します。

4
斎園周辺（斎場・平和公園）環境の整
備

斎場及び平和公園周辺の良好な環境づくりのため、道路、親水広場
及び公園緑地の整備を進めます。

5 狭あい道路の拡幅
安全で良好な住環境の形成を図るため、寄付される道路後退用地内
の塀の撤去費などの一部を助成するとともに、道路を整備します。

6 特殊車両通行許可の迅速化
特殊車両の通行許可申請書の作成時間を短縮させるため、道路情報
データベースの整備を進めます。

7 私道の整備助成
道路利用者の安全と生活環境の向上を図るため、私道の舗装や排水
施設の整備費の一部を助成します。

8 道路施設の長寿命化
道路利用者の安全を確保するため、個別施設計画に基づき、道路施
設の計画的な点検・補修を行います。

9 舗装の改良 道路の安全で快適な利用を図るため、舗装を改良します。

10 側溝の改良
老朽化等による排水機能低下の防止や道路空間の有効活用のため、
側溝を改良します。

11 舗装の新設 生活道路の安全で快適な利用を図るため、舗装を新設します。

12 側溝の新設
雨天時の排水機能の確保と生活環境の向上のため、側溝を新設しま
す。

13 生活道路の整備
生活道路の安全性・利便性の向上を図るため、道路を整備（調査、
設計、用地取得及び工事）します。

14
都市計画道路美浜長作町線の関連道路
整備

都市計画道路美浜長作町線に接続する関連道路の安全性・利便性の
向上を図るため、道路を整備（用地取得）します。

15
都市計画道路新港横戸町線の関連道路
整備

地域の連携を支える地域高規格道路の整備に伴う環境保全を図るた
め、周辺の生活道路等を整備（設計及び工事）します。

16
下水道未普及地域の解消
（汚水管渠の整備）

衛生的で快適な生活環境を実現するため、未普及地区の汚水管渠の
整備を行います。

17
ストックマネジメントの推進
（下水道施設の改築）

良好な生活環境を守り、安定的な下水道サービスを提供するため、
下水道施設の適正な維持管理及び計画的な改築を行います。
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NO 事　　業　　名 事　業　概　要

18 水道施設の改築・更新 安定給水を図るため、浄水場の電気・機械設備を更新します。

19 水道施設の整備 未普及区域の解消を図るため、配水管の布設などを行います。

20 動物保護指導センターの再整備
狂犬病予防、ペットの適正飼養を含む動物愛護の普及啓発のため、
拠点施設として動物保護指導センターの再整備の検討を進めます。

21 公共施設の計画的保全※
利用者の安全と利便性を確保し、建物の長寿命化を図るため、公共
施設の改修を行います。

４－３　ひと・モノ・情報がつながる基盤をつくる

４－３－１　公共交通ネットワークの形成

NO 事　　業　　名 事　業　概　要

1 バス活性化システムの整備
公共交通の利用促進とバス利用者の利便性向上のため、バスロケー
ションシステムの導入を促進します。

2 バスＩＣカードシステムの整備
バス利用者の利便性向上のため、千葉市内路線バスのＩＣカードシ
ステム導入を促進します。

3
地域参画型コミュニティバス導入の推
進

公共交通が不便な地域での移動手段を確保するため、地域住民主体
によるコミュニティバスの導入を促進します。

4 モノレール施設の設備更新
モノレールの安全な運行及び利便性の向上のため、モノレール施設
の設備更新を計画的に進めます。

5 モノレールの車両更新
モノレールの安全・安定運行及び利用者の安全確保のため、老朽化
したモノレールの車両の更新を促進します。

6 総合交通政策の策定
人口減少や少子超高齢化社会を見据えた都市交通のあり方や方向性
を定めるため、次期総合交通政策策定に向けた検討を進めます。

7
ＪＲ京葉線・りんかい線の相互直通運
転の促進

鉄道交通の利便性の向上を図るため、ＪＲ京葉線と東京臨海高速鉄
道りんかい線の相互直通運転の実現を促進します。

8 モノレール車両基地の耐震補強
災害時におけるモノレールの安全・安定運行を維持するため、車両
基地耐震補強を促進します。

４－３－２　道路ネットワークの形成

NO 事　　業　　名 事　業　概　要

1
国道357号湾岸千葉地区改良（蘇我地
区）の関連整備

国土交通省が実施する国道357号湾岸千葉地区改良（蘇我地区）の
整備を進めるため、並行する水路の移設を実施します。

2 道路の計画調査
効率的かつ効果的に道路整備を行うため、幹線道路網の整備計画や
渋滞対策プログラムを策定します。

※対象となる公共施設は、区役所、コミュニティセンター、スポーツ施設などです。（学校教育施設、
　市営住宅、道路等のインフラ施設を除く）
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NO 事　　業　　名 事　業　概　要

3 国道の整備（国道直轄事業負担金）
道路の渋滞緩和や安全対策を図るため、国が管理する市内国道の整
備（国道357号湾岸千葉地区改良（蘇我地区）など）を促進しま
す。

4
市道中央星久喜町線（亥鼻地区）の整
備

交通の円滑化と歩行者の安全確保を図るため、道路を整備（用地取
得及び工事）します。

5 市道横戸町23号線の整備
交通の円滑化と歩行者の安全確保を図るため、道路を整備（用地取
得及び工事）します。

6 市道誉田町平山町線の整備
大宮インターチェンジへのアクセス強化や歩行者の安全確保を図る
ため、道路を整備（工事）します。

7
市道若松町金親町線（千城台東地区）
の整備

地域間の連絡強化及び交通の円滑化を図るため、道路を整備（調
査、設計及び用地取得）します。

8
都市計画道路塩田町誉田町線（塩田町
地区）の整備

蘇我副都心と千葉東南部とのアクセス強化とともに千葉都心部への
通過交通の流入抑制による交通渋滞の緩和を図るため、地域高規格
道路を整備（用地取得）します。

9
都市計画道路磯辺茂呂町線（園生町地
区）の整備

千葉都心部への通過交通の流入抑制による交通渋滞の緩和を図るた
め、環状道路を整備します。

10
都市計画道路幕張本郷松波線（弥生地
区）の整備

快適で利便性の高い道路交通体系を確立するため、道路を整備（工
事）します。

11 都市計画道路村田町線沿道地区の整備
周辺都市との連絡強化等を図るため、道路を整備（用地取得及び工
事）します。

12
都市計画道路塩田町誉田町線（誉田町
地区）の整備

地域間の連絡強化及び交通の円滑化を図るため、道路を整備（用地
取得）します。

13
都市計画道路南町宮崎町線沿道地区の
整備

地域間の連絡強化及び交通の円滑化を図るため、道路を整備（用地
取得及び工事）します。

14 都市計画道路誉田駅前線の整備
ＪＲ誉田駅へのアクセス強化や歩行者の安全確保を図るため、道路
を整備（用地取得）します。

15
都市計画道路美浜長作町線（長作町地
区）の整備（県事業負担金）

周辺都市との連絡強化及び交通の円滑化を図るため、道路の整備
（用地取得）を促進します。

16
県道幕張八千代線（実籾4号踏切）の
整備（県事業負担金）

地域交通の利便性と安全性を確保するため、道路の整備（工事）を
促進します。

４－３－３　人にやさしい移動環境の創出

NO 事　　業　　名 事　業　概　要

1 自転車を活用したまちづくりの推進
自転車によるまちづくりを推進するため、市民や企業等による自転
車利用促進や安全利用に関する自主的な活動を支援するとともに、
タンデム自転車乗車体験などのイベントを実施します。

2 鉄道駅バリアフリー化の推進
鉄道駅を安全・安心に利用できるバリアフリー環境を整備するた
め、段差解消や多機能トイレの設置を促進します。
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NO 事　　業　　名 事　業　概　要

3 モノレール駅トイレの改良
高齢者や子供など誰もが利用しやすいモノレール駅トイレにするた
め、洋式化等の改修（設計及び工事）を行います。

4 バリアフリー基本構想の策定
高齢者や障害のある人など、すべての人の移動の円滑化を図るた
め、バリアフリー基本構想を策定します。

5 モノレール千葉駅の改修
千葉駅東口における回遊性と利便性の向上を図るため、モノレール
千葉駅にエレベーターを整備（工事）し、ＪＲやタクシー乗り場と
の連絡を強化します。

6
オリンピック・パラリンピックに向け
たバリアフリー化の推進

オリンピック・パラリンピックの競技会場都市として、多くの来訪
者の受入にふさわしい環境を整備するため、駅前広場やアクセス
ルートのバリアフリー化を推進します。

7 歩道の改良
歩行者等の安全確保を図るため、歩道の段差解消など、歩道のバリ
アフリー化を行います。

8 市道天戸町横戸町線の整備
歩行者等の安全確保及び交通の円滑化を図るため、道路を整備（用
地取得及び工事）します。

9
主要地方道千葉大網線（土気駅北口）
の整備

歩行者の安全確保及び慢性的な渋滞緩和を図るため、歩道の整備及
び交差点の改良（用地取得）を行います。

10 シェアサイクルの促進
移動の利便性と回遊性の向上や公共交通を補完する移動手段として
シェアサイクルを促進します。

４－３－４　ＩＣＴを活かした利便性の向上

NO 事　　業　　名 事　業　概　要

1 「あなたにお知らせサービス」の導入
様々な行政情報やサービスについて、市民自らが市に確認・問合せ
等しなくてすむよう、市民に合った必要な情報を個別にお知らせす
るサービスを開始します。

2 戸籍情報システム等の更新
システム運用の効率化やコスト削減を図るため、戸籍情報システ
ム、住民基本台帳ネットワークシステム等の機器更新を行うととも
に、集約化を図ります。

3 建設工事の生産性向上
電子納品やＩＣＴ活用工事に対応するため、検査機器を導入しま
す。

4 千葉市認定道路網図システムの高度化
市民サービスの向上を図るため、インターネット上において道路情
報を閲覧できるシステムの改修を行います。

5 庁内ネットワークシステム等の更新
ＩＣＴを活用した行政事務の効率化と市民サービスの向上を図るた
め、庁内の情報通信基盤を更新します。

6
オープンデータの推進・ビッグデータ
の活用

市民サービスの向上及び新たなサービス創出を図るため、オープン
データ活用事例の創出や行政サービスの向上に資するビッグデータ
分析を行います。
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方向性５　ひとが集い働く、魅力と活力にあふれるまちへ

５－１　都市の魅力を高める

５－１－１　３都心などの魅力向上

NO 事　　業　　名 事　業　概　要

1 西銀座周辺の再開発
千葉駅から中心市街地に賑わいを誘引するため、西銀座周辺区域に
おける実態調査の実施などにより、再開発事業に向けた検討を促進
します。

2 中央公園・通町公園の連結強化
歴史的資産を活かした「千葉らしさ」を感じるまちづくりのため、
中央公園や通町公園、千葉神社を一体的にとらえ、賑わいと回遊性
を高める空間の整備（用地取得、設計、工事）を進めます。

3 ＪＲ蘇我駅東口駅前地区のまちづくり
蘇我副都心の交通結節点としての機能を高めるため、市街地再開発
による蘇我駅東口駅前広場の整備（調査及び設計）を進めます。

4 ＺＯＺＯマリンスタジアムの充実
ＺＯＺＯマリンスタジアムの来場者の安全性や快適性向上のため、
座席等を改修します。

5 フクダ電子アリーナの充実
フクダ電子アリーナの来場者の快適性向上のため、大型映像装置等
を改修します。

6 幕張新都心拡大地区の新駅整備
幕張新都心における交通機能の強化や利用者の分散化を図るため、
新駅整備の実現を目指します。

7 海浜幕張駅北口駅前広場の再編
幕張新都心の円滑な移動手段の確保と広域的なアクセス向上を図る
ため、北口駅前広場再編の検討を行います。

8 若葉住宅地区における住宅整備促進
新たな社会的ニーズや多様化するライフスタイルに対応した居住環
境の実現のため、若葉住宅地区における住宅や周辺環境の整備を促
進します。

9 千葉駅西口エリアの魅力・価値向上
千葉駅西口エリアの魅力・価値向上のため、再開発ビルのテナント
誘致強化や駅前広場などの有効活用を図ります。

10 配電用地上用機器への広告物等の掲出
千葉駅周辺の回遊性向上や活性化を図るため、道路上に設置されて
いる配電用地上用機器に歩行者案内地図等を掲出します。

11 ジェフを感じるまちづくり
ジェフユナイテッド千葉のホームタウンとして、市民がジェフをよ
り身近に感じることができるよう、地域や企業及びジェフと連携し
たまちづくりを推進します。

５－１－２　都市の国際性の向上

NO 事　　業　　名 事　業　概　要

1 ＭＩＣＥの推進

地域経済の活性化や幕張新都心の賑わい創出のため、国際会議やコ
ンベンション開催に助成するとともに、会議等参加者向けの観光ツ
アー実施などに助成します。また、東京2020オリンピック・パラリ
ンピック競技大会後に向けた、新たなＭＩＣＥ誘致制度を創設しま
す。

2
統合型リゾート（ＩＲ）導入可能性の
検討

幕張新都心におけるMICE強化の選択肢の一つとして、総合型リゾー
ト（ＩＲ）導入の可能性について、国の動向を注視しながら検討を
進めます。
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５－１－３　観光の振興と魅力の創出・発信

NO 事　　業　　名 事　業　概　要

1 都市アイデンティティの確立
市民が自らのまちの歴史や環境を知り、誇りを持てるような都市と
なることを目指し、「オオガハス」や「千葉氏」など本市固有の地
域資源の魅力向上やこれらを活用したプロモーションを行います。

2 グリーンツーリズムの推進
市原市と連携し、エリアの魅力向上を図るため、両市に共通する地
域資源である「緑」「里」「農」を活かした観光プロモーション活
動を行います。

3 インバウンドの推進
訪日外国人客を誘致するため、海外に向けたプロモーションや外国
人客を受け入れるための環境整備を進めます。

4 国内向け観光プロモーションの推進
市内や周辺エリアの集客観光を推進するため、企業・団体・周辺自
治体と連携し、多様なニーズに対応した国内向け観光プロモーショ
ン活動を行います。

5 中央区魅力再発見・発信
中心市街地をはじめとした区の地域活性化を図るため、まち歩きツ
アーを実施し、中央区の魅力・資源の再発見や発信を行います。

6
オオガハスを身近に感じるまちづくり
（花見川区）

本市固有の資源である、市の花「オオガハス」に愛着を感じられる
よう、小学校と協力した壁画の作成など、区民がオオガハスに接す
る機会を増やします。

7 花見川区魅力発見ウオーキング
区民に対し、花見川区の魅力を再確認・再発見する機会を提供する
ため、花見川区魅力発見ウオーキングを実施します。

５－２　地域経済を活性化する

５－２－１　産業の振興

NO 事　　業　　名 事　業　概　要

1 国家戦略特区の推進

市民の利便性向上や、先端技術産業の集積を促進するため、国家戦
略特区の制度を活用した規制改革による取組みを推進するととも
に、民間事業者によるドローン宅配や自動運転モビリティ等の実用
化を支援します。

2 市内産品の競争力強化
市内産品の付加価値を高め、競争力強化を図るため、農産物や加工
品等の販路拡大やプロモーションを実施します。

3
中小企業・小規模事業者の課題解決支
援

中小企業の安定した経営を確保するため、事業継続（承継）支援の
拡充や、トライアル発注認定による販路拡大の支援を行います。

4 成長期にある企業の育成支援

企業の経営革新や新事業の創出を図るため、デザイン分野のコー
ディネーターを市産業振興財団に配置するとともに、ＩＣＴ・Ｉｏ
Ｔ・先端技術分野など産学連携による技術開発や商品開発を促進し
ます。

5 企業立地の促進
地域経済の活性化や市民の雇用創出を図るため、企業の新規立地な
どに対して助成を行います。

6 産業用地の整備
地域経済の活性化や市民の雇用創出を図るため、明治大学誉田農場
跡地における産業用地の周辺道路の交通調査を進めるとともに、新
たな産業用地の確保に向けた検討を行います。

7
企業立地の促進（市道東寺山町山王町
線（若松町地区）の整備）

企業立地の促進や企業の追加設備投資を促進するため、道路改良
（用地取得及び工事）を行います。
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５－２－２　新事業の創出

NO 事　　業　　名 事　業　概　要

1 スタートアップ支援の強化
スタートアップ期にある事業者を支援するため、レンタルオフィス
と連携した創業支援や、クラウドファンディングによる資金調達へ
の支援を行います。

５－２－３　商業・サービス産業の振興

NO 事　　業　　名 事　業　概　要

1 地域商業者の魅力向上支援
地域経済の活性化を図るため、魅力ある商店街エリアの環境整備
や、大学等と連携した商品開発の費用を助成します。

５－２－４　物流・港湾機能の強化

NO 事　　業　　名 事　業　概　要

1 市場機能の強化
将来にわたって安定的なサービスの提供を継続していくため、経営
戦略を策定するとともに、老朽化している施設の改修を進めます。
また、場内事業者の経営強化に向けた支援を行います。

2 魅力ある千葉港づくりの推進
魅力ある港湾空間の形成や港湾物流機能の充実を図るため、小型さ
ん橋や緑地の整備(工事）、岸壁の改良（工事）等を行います。

５－２－５　勤労者の支援と雇用の創出

NO 事　　業　　名 事　業　概　要

1 産業人材の育成
技術系業種への人材供給を図るため、学生とその保護者等がものづ
くり企業の魅力に触れる機会の創出や、職業訓練の機会拡充などを
行います。

2 企業の人材採用力の向上支援

雇用のミスマッチを解消するため、雇用に関する企業・市民向け
ニーズ調査を行うとともに、市内中小企業向け働き方改革アドバイ
ザー（キャリアアップアドバイザー）を配置し、コンサルティング
実証事業を行います。

５－３　都市農林業を振興する

５－３－１　新鮮で安全・安心な農畜産物の安定供給

NO 事　　業　　名 事　業　概　要

1 農業基本計画の策定
本市の特色を生かした農林業を総合的かつ計画的に推進するため、
次期農業基本計画を策定します。

2 地産地消の推進
市内産農産物の認知度向上や利用拡大を図るため、市内の生産者や
飲食店と消費者をつなげる取組みや、農家レストランの開設支援な
どを行います。

3 農業者の生産性の向上
農業者の生産性の向上を図るため、近隣市・大学との連携や技術専
門人材を活用し、栽培試験や新規優良種苗の供給を行うとともに、
農業者への普及指導等を行います。

５－３－２　安定した農業経営体の育成

NO 事　　業　　名 事　業　概　要

1 緑農住区開発土地基盤整備の推進
都市近郊農業の生産基盤と一体的に良好な住宅用地等の創出を図る
ため、区画道路の整備を行います。
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NO 事　　業　　名 事　業　概　要

2 農地の流動化の推進
農地の有効活用と農業経営の安定化を図るため、農地中間管理事業
により、農地の貸借を促進します。

3 農業振興地域整備計画の見直し
農業振興の基盤となる優良農地の確保を図るため、農業振興地域整
備計画の見直しを行います。

4 多様な農業の担い手の確保・育成
多様な農業の担い手の確保・育成のため、新規就農者向けの支援
や、経営能力向上・販路拡大のための講座を実施します。

5 農業経営体の育成
農業経営体の生産性を高めるため、経営規模拡大に向けて必要な農
業用機械施設の導入・整備に助成します。

6 北総中央用水の利活用推進
北総中央用水の利活用による安定的な農業生産基盤を確保するた
め、農業用水設備を整備します。

５－３－３　農村と森林の持つ多面的機能の活用

NO 事　　業　　名 事　業　概　要

1 農とふれあう機会の拡大
市民が農とふれあう機会の拡大を図るため、市民農園や収穫体験農
園の開設を支援するとともに、新たに農業体験サポーター制度を創
設します。

2 いずみグリーンビレッジ3拠点の充実
農とふれあう機会の拡大や、いずみ地区の活性化を図るため、学生
による地域おこしを実施するとともに、3拠点の利用環境を整備し
ます。

3 有害鳥獣対策の推進
効果的な有害鳥獣対策を実施するため、地域に対して専門家による
アドバイスを行うとともに、地域協議会の設置支援や資材購入の費
用を助成します。

4 農業集落排水施設の改修
農村の生活環境を保全するため、農業集落排水施設の老朽化した設
備を改修します。また、施設の長寿命化や再編にあたり、一部地区
の機能診断を行い、最適整備構想を策定します。

5 農業集落排水施設の再編
農業集落排水施設の老朽化への対応や維持管理費の縮減を効果的に
行っていくため、再編計画を策定します。
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